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新型コロナウイルス感染症のまん延防止のための児童生徒の出席について 

 

陽春の候、保護者の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。昨

年度は新型コロナ感染症対策を行う中での教育活動でしたが、本町の教育に深いご理解とご協

力をいただき誠にありがとうございました。 

さて、各校とも新入生を迎え令和３年度がスタートしたところですが、全国的には新型コロ

ナ感染症の収束が見えないため、今後も新しい生活様式を継続しながら児童生徒の健全育成に

努めてまいりたいと考えております。 

つきましては、新年度にあたり感染者、濃厚接触者及び接触者として判断された場合の当該

者についての出席の取り扱いについて、下記のとおり確認させていただきたいと思います。ご

対応・ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

記 

【児童生徒】 

1.本人が新型コロナウイルスに感染 入院勧告及び就業制限の解除通知を受けたら 

出席可となります。 

2.本人が濃厚接触者と判断された場合 検査結果が陰性であっても保健所が指定した自宅

観察期間は出席停止となります。 

3.濃厚接触者と判断された者の同居人 濃厚接触者の結果判明まで出席停止となります。

検査結果が陰性であれば出席可となります。 

4.本人が接触者と判断された場合  受検から結果判明まで出席停止となります。 

検査結果が陰性であれば出席可となります。 

5.接触者と判断された者の同居人 接触者の結果判明まで出席停止となります。 

検査結果が陰性であれば出席可となります。 

 

【注意】新型コロナ感染症に関わり 

１ 本人もしくは同居人が、PCR 検査を受けるように医師から指導を受けた場合、必ず学校

までご連絡ください。この場合、児童生徒の登校は控えさせてください。 

２ 本人もしくは同居人が、PCR 検査を受けた結果については、陽性・陰性に関わらず必ず

学校までご連絡ください。 

３ 本人もしくは同居人が、濃厚接触者・接触者と判定された場合も児童生徒の学校までご

連絡ください。 
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